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  一体の施工システムの例示

泥水非循環工法の一例

（泥土圧シールド工法）

掘削孔

分級機

調整槽

泥水循環工法の一例

（泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等）

土砂

汚泥 脱水機

作泥

掘削

搬送

土砂

（SMW工法等）
（アースドリル工法等）

セメントミルク注入

掘削孔

ガラス・
陶磁器く

柱列式連続壁工法の一例

安定液
(泥水またはベントナイト泥水）

掘削孔

土砂

泥水非循環工法の一例

（74μをこえる砂分）

（廃棄泥水）

（余剰泥水）

（泥水）

（排水）

（水）
作  泥 汚泥

凡 例

：一体の施工システム

：工事によっては、この工程を経ない場合もある

YES （泥状）

ベルトコンベアー、トロッコ
による搬送・ポンプ圧送

ホッパーによ
る貯留

汚
泥

泥状を
呈するか

NO （非泥状）

凡 例

：一体の施工システム

YES （泥状）

バケットによる掘削

汚
泥

泥状を
呈するか

NO （非泥状）

汚
泥

（廃棄泥水）

回収

凡 例

：一体の施工システム

YES （泥状）

セメントミルク

汚
泥

泥状を
呈するか

NO （非泥状）

汚泥

セメントミルク
・土砂の混合物

凡 例

：一体の施工システム

参考資料１
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(1）建設廃棄物の品目別排出量・最終処分量

平成１４年度建設平成１４年度建設廃棄物廃棄物
品目別排出量品目別排出量（国土交通省調査）（国土交通省調査）

合計約８合計約８,,３００万３００万tt

アスファルト

・コンクリート塊

3,000万t(36%)

建設汚泥

800万t (10%)

建設発生木材

500万t (6%)

建設混合廃棄

物300万t (4%)
その他

100万t

(2%)

コンクリート塊

3,500万t

(42%)

平成１４年度建設廃棄平成１４年度建設廃棄物品目別物品目別
最終処分量　　　　最終処分量　　　　（国土交通省調査）（国土交通省調査）

合計約７００万合計約７００万tt

建設汚泥

270万t 

(38%)

建設混合

廃棄物

220万t (31%)

コンクリート塊

90万t(12%)

アスファルト

・コンクリート塊

40万t(5%)

その他

40万t (6%)

建設発生木材

50万t (7%)

建設汚泥の排出・再資源化等 参考資料２

注：百万トン単位で表示したもの。建設汚泥の排出量は846万t 注：十万トン単位で表示したもの。建設汚泥の最終処分量は265万t
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(2)建設汚泥の工事区分別排出量

資料：「平成資料：「平成1414年度建設副産物実態調査」（国土交通省）年度建設副産物実態調査」（国土交通省）

・建設汚泥の排出量は、平成14年度　８４６万ｔである。

・工事区分別にみると、公共土木７０％、建築２２％、民間土木８％となって
いる。

平成14年度排出量８４６万ｔ

国　３１万t(4%)

公団・事業団

１９１万t(２３%)

都道府県

１５６万t(１８%)

政令市

１０４万t(１２%)

市町村

１０７万t(１３%)

建築

１８９万t(２２%)

民間土木

６９万t(８%)

公共土木＝５８８万t
　　　　　　　（７０％）
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(3)建設汚泥の地域別排出量

北海道15.4万t(1.8%)

資料：「平成資料：「平成1414年度建設副産物実態調査」（国土交通省）年度建設副産物実態調査」（国土交通省）

建設汚泥の排出量を地域別にみると、関東（1都３県）と近畿で全国の
66%を占めている。

平成14年度排出量８４６万ｔ

東北30.0万t(3.6%)

関東（１都３県以外）44.2万t(5.2%)

関東（１都３県）

390.2万t(46.1%)

北陸21.0万t(2.5%)

中部67.4万t

(8.0%)

近畿168.4万t

(19.9%)

中国21.1万t(2.5%)

四国20.3万t(2.4%)
九州・沖縄68.0万t(8.0%)

注)１都３県

　　埼玉県、千葉県、東京都、　

神奈川県
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0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

再資源化　45.3% 縮減　23.3% 68.6%

再資源化　30.1% 縮減　11.1% 41.2%

再資源化
　5.8%

縮減
　8.0%

13.8%

目標値（H22)　７５％

再資源化等率
（％）

(4)建設汚泥の再資源化等率（全国）

目標値（H22)：

「建設ﾘｻｲｸﾙ推進
計画2002」（H14.5）
における官民全
体の建設汚泥の
再資源化等率の
目標値

【H12年度】 【H14年度】【H７年度】

※図中の数値は四捨五入の関係上、合計値と一致しない場合がある

最終処分 842.8(86.2％)

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化 ⑦中間処理後
　最終処分

盛
土
用
と
し
て

977.5 ④最終処分場へ直送

11.7 (1.2％)

　202.5
(20.7％）

763.3　(78.1％）

78.1(8.0％)

44.9(4.6％)

単位:万トン

79.5 (8.1％)

最終処分 485.5(58.8％）

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化
⑦中間処理後
　最終処分

盛
土
用
と
し
て

825.2

④最終処分場へ直送

36.5 (4.4％)

　345.7
(41.9％）

443.0(53.7％）

91.5(11.1％)

211.7(25.7％)

単位:万トン

42.5 (5.2％)

うち、海洋投入
　　　80.5 (9.5％) (31.4％)

現場内利用 13.8

最終処分 265.4

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化

⑦中間処理後
　最終処分

盛
土
用
と
し
て

846.0

④最終処分場へ直送

17.1 (2.0％)

　683.7
(80.8％）

145.1(17.2％）

197.3(23.3％)

366.2(43.3％)

単位:万トン

120.3 (14.2％）
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建設汚泥の再資源化等率（関東[1都3県]）

0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

再資源化　38.2% 縮減　26.0% 64.1%

再資源化　26.7% 縮減　8.5% 35.2%

再資源化
　6.7%

縮減
　9.1%

15.9%

目標値（H22)　７５％

再資源化等率
（％）

目標値（H22)：

「建設ﾘｻｲｸﾙ推進
計画2002」（H14.5）
における官民全
体の建設汚泥の
再資源化等率の
目標値

【H12年度】 【H14年度】【H７年度】
※図中の数値は四捨五入の関係上、合計値と一致しない場合がある

「建設リサイクルガイドライン」（H10.8通知、H14.5改正通知）及び「建設汚泥リサイクル指針」（H11.10）の普及及び、「東京都
建設泥土リサイクル指針」 （H13.3策定、H16.10改定）による工事現場からの直接最終処分の禁止等自治体における取組み

強化等により、再資源化施設への搬出率が大幅に向上し、再資源化等率が向上した。

東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県

最終処分 275.9(84.1％)

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化

⑦中間処理後
最終処分

55.5(16.9％)

盛
土
用
と
し
て

328.0

④最終処分場へ直送

30.0

2.3 (0.7％)

105.3
(32.1％)

220.4
(67.2％)

(9.1％)

19.8(6.0％)

単位:万トン
最終処分 219.8(64.8％)

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
　施設へ ⑤中間処理後再利用

⑥減量化 ⑦中間処理後
　最終処分

盛
土
用
と
し
て

339.1

130.4

④最終処分場へ直送

28.8

7.5 (2.2％)

(38.5％)

201.2
(59.3％)

(8.5％)

83.0(24.5％)

単位:万トン

18.6(5.5％)

最終処分 140.0(35.9％)

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化

⑦中間処理後
最終処分

盛
土
用
と
し
て

390.1

327.1

④最終処分場へ直送

7.0 (1.8％)

(83.8％)

56.0(14.4％）

101.3(26.0％)

141.8 (36.3％)

単位:万トン

84.0 (21.5％）

うち、海洋投入
　　　80.5 (20.6％)

現場内利用 2.3
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0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

再資源化　68.3% 縮減　22.8%

91.1%再資源化　42.0% 縮減　11.0% 53.0%

再資源化
　3.4%

縮減
　5.0%

8.4%

目標値（H22)　７５％

再資源化等率
（％）

建設汚泥の再資源化等率（近畿）

目標値（H22)：

「建設ﾘｻｲｸﾙ推進
計画2002」（H14.5）
における官民全
体の建設汚泥の
再資源化等率の
目標値

【H12年度】 【H14年度】【H７年度】
※図中の数値は四捨五入の関係上、合計値と一致しない場合がある

近畿地方では、大阪湾フェニックス等管理型処分場が整備されており、建設汚泥の処分率が高かったが、 「建設リサイクル
ガイドライン」（H10.8通知、H14.5改正通知）及び「建設汚泥リサイクル指針」（H11.10） の普及により、再資源化施設への搬

出率が向上した。

福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県

最終処分 183.5(91.6％)

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
　施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化
⑦中間処理後
　 最終処分

盛
土
用
と
し
て

200.3

16.8

④最終処分場へ直送

0.1(0.0％)

(8.4％)

183.4(91.6％)

10.0(5.0％)

6.7(3.3％)

単位:万トン

0.1(0.0％)

最終処分 53.3(47.0％)

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化 ⑦中間処理後
最終処分

盛
土
用
と
し
て

113.4

④最終処分場へ直送

3.6(3.2％)

61.5
(54.2％)

48.3(42.6％)

12.5(11.0％)

44.0(38.8％)

単位:万トン

5.0 (4.4％)

最終処分 15.0(8.9％)

①
場外
搬出量

②工事間利用

③中間処理
施設へ

⑤中間処理後再利用

⑥減量化

⑦中間処理後
最終処分

盛
土
用
と
し
て

168.4

④最終処分場へ直送

38.4

0.3 (0.2％)

161.6
(96.0％）

6.5 (3.9％）

(22.8％）

114.7 (68.1％)

単位:万トン

8.5 (5.1％)

現場内利用 0.8
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建設汚泥搬出量
（全工事）

～25千ｔ

～500千t

～50千ｔ

～100千ｔ

500千t以上

凡　例

● 建設汚泥処理施設

施設から直線40km圏

施設から直線50km圏

（平成14年度実績）

（平成17年3月末現在）

建設汚泥処理施設
40km・50km圏域図

N

建設汚泥中間処理施設（230施設）

平成14年度建設副産物実態調査、平成17年度建設副産物実態調査施設調査より

表　建設汚泥処理施設のカバー率

95％74％50km圏

91％62％40km圏

83％46％30km圏

72％28％20km圏

人口カバー率面積カバー率

建設汚泥中間処理施設の立地状況 参考資料３
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砕石
（路盤材等）

0.0%

ドレーン材
0.0%

流動化処理土
11.4%

セメント副原料
0.0%

土砂代替材
（盛土材等）

88.6%

出荷量
101.1万トン

建設汚泥の再生利用の状況

※全国産業廃棄物連合会アンケート結果

　 アンケート回答８社

図：関東（1都3県）の建設汚泥再生品出荷先状況 （H13実績）

（1） 中間処理施設からの建設汚泥再生品の利用用途としては、
　　 土砂代替材が最も多い。

※全国産業廃棄物連合会アンケート結果

　 アンケート回答４社

砕石
（路盤材等）

6.0%

ドレーン材
0.0%

流動化処理土
28.4%

セメント副原料
16.2%

土砂代替材
（盛土材等）

49.4%

出荷量
33.2万トン

図：近畿の建設汚泥再生品出荷先状況 （H13実績）

関東（1都3県）・・・東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県 近畿・・・福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県

参考資料４
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体積比 重量比

土質材料 裏込材 SSG工法 建設発生汚泥 81.5 30000m3 48,000円／m3

（30,000円／tを

1.6t／m
3
で換算）

㈱三光

中性無機植生
土壌改良材

ST-エコロ 建設発生汚泥 98.7 240ｔ 120,000円／m3

（75,000円／tを

1.6t／m3で換算）

㈱三光

無機汚泥焼成品 サイクライト 無機汚泥 100 500ｔ 24,000円／m
3

（15,000円／tを

1.6t／m
3
で換算）

橘開発㈱
富山土壌研究所

焼成土 マルセラ 建設汚泥（水分60％固
形40％）固形40％の内
粘土分75％程度※建設
汚泥中の30％程度

100 30m3 4,500円／m3 丸は工業㈱

造粒物
（建設汚泥
造粒固化物）

アート・ソイル、
アート・サンド

建設汚泥 93 1000ｔ 800円／m3

(宮城県内のみ)

㈱アクシード

流動化
処理土

流動化処理土 エコソイル 泥土
泥水

60
70

8000m
3

9,000円／m
3 4,000～

4,500円/m
3

（山砂）

㈱ピーエス企画
メトロ開発㈱

路盤材 道路用砕石　F-2.5 リサイクル洗い
砂　F-2.5

建設汚泥（水分60%固形
40%）固形40%の内砂分
15%程度

100 1200m
3

3,000円／m
3

(運搬費別)

丸は工業㈱

路盤材 ポリナイト 建設汚泥
固化材

80～95
5～20

10000ｔ 1,200円／m
3

(運搬費別)

大阪ベンナイト事業
協同組合／
大幸工業㈱

ブロック
（インター
ロッキング
ブロック）

リサイクルレンガ マルハエコロッ
ク

建設汚泥（水分６０％固
形４０％）
固形４０％の内粘土分７
５％程度

100 85000本 2,700円/m
2

（インターロッキ
ングブロック）

丸は工業㈱

発砲ビーズ
混合軽量土

発砲ビーズ
混合軽量土

エコソイル-L 泥土、泥水
発泡スチロール破砕片

50～70
50～30

9,500円／m
3
（対応する新材

なし）

㈱ピーエス企画

2,000～

3,000円/m3

（購入土）

3,500～

4,000円/m
3

（粒度調整砕
石）

月平均
生産量商品名

流通している再生資材商品名 品質が同等の

新材の価格※1

（現着価格）
資材名称 原料となる廃棄物等名称

単価
（現着価格）

問い合わせ先
廃棄物の利用比率(%)

（2）建設汚泥再生品（市販品）の例

出典「建設用リサイクル資材ハンドブック」（発行：財団法人建設物価調査会）

※1の出典は「建設物価2003年9月」（発行：財団法人建設物価調査会）の関東1都3県価格及びヒアリング結果による

jr00278
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2,934

1,432

120
建設汚泥
　　搬出量

土砂利用量

建設発生土
　　　搬出量

[万m3]

工事間利用=743

工事間利用=743

建設発生土受入地

新材

2,852

1,153

279
建設汚泥
　　搬出量

土砂利用量

建設発生土
　　　搬出量

[万m3]

工事間利用=855

工事間利用=855

建設発生土受入地

新材

24,509

604

12,911

建設汚泥
　　搬出量

土砂利用量

建設発生土
　　　搬出量

[万m3]

工事間利用=7,668

工事間利用=7,668

建設発生土受入地

新材

建設汚泥排出量と土砂利用量との比較

全国

1都3県

近畿

・建設汚泥を土砂の新材の代わりに利用する場合、需要量は相当量ある

　ものの、建設発生土と競合する。

資料：「平成14年度建設副産物実態調査」（国土交通省）※「建設汚泥」については、単体重量を1.4t/m3として換算

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

福井県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

3,5003,0002,5002,0001,5001,0005000

3,5003,0002,5002,0001,5001,0005000

参考資料５
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0

50

100

150

200

250

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

安定型処分場残余容量

管理型処分場残余容量

残
余

容
量

（
百

万
ｍ

３
） 211 212 210 208 211

190 184 176 179 182

80 80 84 87 84 84 82 81 76 73

131 133 126 121 127 106 102 95 103 109

産業廃棄物の最終処分場の残余容量
産業廃棄物の最終処分場残余容量は　わずか　４．５年分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※図中の数値は四捨五入の関係上、
　 合計値と一致しない場合がある

１年間の産業廃棄物最終処分量4,000万トンを4,000万ｍ3と換算すると、
　182百万ｍ3／40百万ｍ3＝4.5

（平成１４年度実績　環境省調査）

参考資料６

地域別にみると首都圏では約1.7年分、近畿圏では約3.6年分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

jr00278
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産業廃棄物の不適正処理状況

②残存量
不明

100,579t
0.8%

その他
4,266,013t

33.7%

紙くず
2,969t
0.0%

金属くず
281,285t

2.2%

ガラス陶磁器くず
148,014t　1.2%

廃プラスチック
（廃タイヤ）
130,099t

1.0%

その他
建設系廃棄物

2,396,623t
18.9%

ガレキ類
1,636,199t

12.9%

木くず（建設系）
1,925,756t

15.2%

汚泥（建設系）
160,155t　1.3%

廃プラスチック
（家屋解体）
1,621,871t

12.8%

残存量
12,669,563t

0.0％

廃棄物の種類別残存件数 廃棄物の種類別残存量

①残存件数

その他
462件
19.9%

ガレキ類
454件
19.6%

廃プラスチック
（廃タイヤ）

127件
5.5%

金属くず
107件
4.6%

紙くず
2件　0.1%

ガラス陶磁器くず
26件　1.1%

その他
建設系廃棄物
349件　15.0%

木くず
（建設系）

585件
25.2%

汚泥
（建設系）

15件
0.6%

不明
4件

0.2% 廃プラスチック
（家屋解体）

189件
8.2%

残存件数
2,320件

資料：「平成資料：「平成1616年度不法投棄等産業廃棄物の残存量調査」（環境省）年度不法投棄等産業廃棄物の残存量調査」（環境省）

H15年度末時点の建設汚泥の不法投棄等の残存件数は全国で
　 １５件、残存量は全国で１６万ｔである。

参考資料７

jr00278
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建設汚泥再生品の品質が利用用途に適応しているか確認・担保できないことが、その

購入が進まない原因であるとの回答が工事発注者の54％、建設会社の89％からあった。

再生品の品質が確認できない

【公共工事発注者】 【建設会社】

建設汚泥再生品が
利用用途に適応した
品質を満足している
かどうかを確認・担保
する仕組みがない。
402人
54.2％

回答数
742人

回答数
26社

建設汚泥再生品が
利用用途に適応した
品質を満足している
かどうかを確認・担保
する仕組みがない。
23社
88.5％

参考資料８建設汚泥再生品の利用が進まない理由

国土交通省調査（平成17年）

jr00278
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建設発生土との優先順位が定まっていない

建設汚泥再生品の現状での主要な利用用途は土砂代替材であるが、建設発生土と建設
汚泥再生品のどちらを優先して利用するかについてのルールがないことが、その購入が
進まない原因であるとの回答が工事発注者の48％、建設会社の73％からあった。

また、建設汚泥再生品を土砂代替材として利用する場合には、建設発生土と同様に時期
調整が不可欠であるとの意見もあった。

【公共工事発注者】 【建設会社】

回答数
742人

建設発生土と建設汚
泥再生品のどちらか
を優先して利用する
かのルールがない。
355人
47.8％

回答数
26社

建設発生土と建設汚
泥再生品のどちらか
を優先して利用する
かのルールがない。
19社
73.1％

国土交通省調査（平成17年）

jr00278
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工事発注者や建設会社へのアンケートによると、再生品は品質同等品と比較して価格が
高いことが、再生品の購入が進まない原因であるとの回答が工事発注者の40％、建設会
社の69％からあった。

再生品は品質同等の新材と比較して価格が高い

【公共工事発注者】 【建設会社】

回答数
742人

建設汚泥再生品は品質
同等品と比較して価格
が高い。
294人
39.6％

回答数
26社

建設汚泥再生品は品質
同等品と比較して価格
が高い。
18社
69.2％

国土交通省調査（平成17年）

jr00278
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「個別指定制度」が進まない理由として、公共工事発注者の39％、建設会社の96％から申

請から指定まで長時間かかるためとの回答があった。

個別指定制度の申請から指定まで長期間かかる

【公共工事発注者】 【建設会社】

回答数
742人

個別指定の申請
から指定まで長
期間かかる。
288人
38.8％

回答数
26社

個別指定の申請
から指定まで長期
間かかる。
25社
96.2％

国土交通省調査（平成17年）

jr00278
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現場内利用しようとする意識が低い工事担当者が多いとの回答が工事発注者の18%、

建設会社の39%からあった。

再生利用を高めようとする意識が低い工事担当者が多い （現場内利用）

【公共工事発注者】 【建設会社】

回答数
742人

建設汚泥を現場内利用
しようとする意識の低い
工事担当者が多い。
134人
18.1％

回答数
26社

建設汚泥を現場内利用
しようとする意識の低い
工事担当者が多い。
10社
38.5％

国土交通省調査（平成17年）

jr00278
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【公共工事発注者】 【建設会社】

回答数
742人

建設汚泥を積極的に再生
利用しようとする意識の
低い工事担当者が多い。
154人
20.8％

回答数
26社

建設汚泥を積極的に再生
利用しようとする意識の
低い工事担当者が多い。
10人
38.5％

「個別指定制度」を積極的に利用しようとする意識が低い担当者が多いとの回答が工事
発注者の21%、建設会社の39%からあった。

再生利用を高めようとする意識が低い工事担当者が多い（個別指定制度）

国土交通省調査（平成17年）
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（１）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の再資源化量・処分量及び再資源化施設数の経年変化

リサイクル原則化
ルール策定

Ｈ３

原則化ルールの適用後、再資源化施設数は増加し、再資源化率、量ともに上昇している。

９８％９６％

６５％

４８％

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H２ H７ H１２ H１４

再
資
源
化
量
・
処
分
量

（万トン）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

再
資
源
化
施
設
数

再資源化量 最終処分量 再資源化施設数

リサイクル原則化後の再資源化施設数等の経年変化 参考資料９
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N

凡　例

●

施設から直線40km圏

施設から直線50km圏

コンクリート塊再資源化施設分布図（平成2年）

コンクリート塊再資源化施設

再資源化施設数＝459

コンクリート塊再資源化施設分布図（平成２年度）

平成2年度建設副産物実態調査結果より
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N

凡　例

●

施設から直線40km圏

施設から直線50km圏

コンクリート塊再資源化施設分布図（平成7年）

コンクリート塊再資源化施設

コンクリート塊再資源化施設分布図（平成７年度）

平成7年度建設副産物実態調査結果より

再資源化施設数＝1,189

jr00278
22



（２）建設汚泥の再資源化量・処分量及び再資源化施設数の経年変化

再資源化施設数は平成2年度以降ほとんど増加しておらず、再資源化率もコンクリート塊等と比較すると低い状況にある。

４５％
３０％

６％
８％

１１％

２４％

８％

１３％

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H２ H７ H１２ H１４

再
資
源
化
量
・
縮
減
量
・
最
終
処
分
量

（万トン）

0

200

400

600

800

1,000

再
資
源
化
施
設
数

再資源化量 縮減量 最終処分量 再資源化
施設数
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建設汚泥処理土の定義について 
 

＜建設汚泥処理土の土質区分（品質区分）＞ 

建設汚泥処理土を土質材料（土砂代替材）として利用する場合の土質区分（品質区分）

は原則としてコーン指数を指標とし、表－１とする。 
表―１ 処理土の土質材料としての土質区分（品質区分）と品質基準値 

基準値 

区分 

コーン指数*1) 

ｑc(kN/㎡) 

備 考 

第一種処理土 － 固結強度が高く礫、砂状を呈するもの 

（焼成処理・高度安定処理されたもの） 

第二種処理土 ８００以上  

第三種処理土 ４００以上  

第四種処理土 ２００以上  

*1) 所定の方法でモールドに締固めた試料に対し、ポータブルコーンペネトロメータで測定した

コーン指数（参考表－１参照） 

 

＜品質区分判定のための調査試験方法＞ 

    第２種から第４種処理土の品質判定のための試験は、表－２に示す方法で行うことを標

準とする。 

  表―２ 処理土の品質判定のための調査試験方法 

判定指標 試験項目 試験方法 頻度 

コーン指数 締固めた土のコーン 

指数試験 

JIS A 1228

に準拠＊１ 

 

１日の処理量が 200ｍ３を超える場合、

200ｍ３ごとに１回、200ｍ３以下の場合、

１日に１回 

 *) 試料は処理土を一旦ときほぐし 9.5mm ふるいを通過させたものとする。 

 

参考表－１ 処理土のコーン指数(qc)の試験方法 

試料 処理土を一旦ときほぐし 9.5mm ふるいを通過させたもの＊１ 

モールド 内径 100mm 高さ 127.3mm 

ランマー 質量 2.5kg 

  

供

試

体

の

作

製 

突固め ３層に分けて突き固める。各層ごとに 30cm の高さから 25 回突き固める。

ｺｰﾝﾍﾟﾈﾄﾛﾒｰﾀｰ 底面の断面積 3.24cm２ 先端角度 30 度のもの 

 

貫入速度 約 1cm/s 

 

 

測

定 

 

方 法 モールドをつけたまま，鉛直にコーンの先端を供試体上端部から 5cm、

7.5cm、10cm 貫入した時の貫入抵抗力を求める。 

貫入抵抗力 貫入量 5cm、7.5cm、10cm に対する貫入抵抗力を平均して，平均貫入抵抗

力を求める。 

 

計

算 コーン指数 

 (qc) 

平均貫入抵抗力をコーン先端の底面積 3.24cm２で除する。 

 *1） JIS A 1228 の土質試験方法と異なるので注意 

 

参考資料 10－１
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建設汚泥処理土の適用用途標準(案)の設定の考え方について 
 

１．設定の基本的考え方 

・ 工事間利用が主となる利用用途の場合、その材料は土質材料としての性質を有してい

ることから、通達「発生土の利用基準について」(平成 16 年 3 月 31 日国官技第 341

号、国官総第 669 号)の表－3 適用用途標準を踏襲することとした。 

 

・ 上記適用用途標準における土質区分と建設汚泥処理土の適用用途標準(案)の土質区

分との対応は下表のとおり。 

 

 
表 建設発生土の適用用途標準と建設汚泥処理土の適用用途標準(案)の土質区分対応表 

発生土利用基準について(平成 16 年 3 月 31 日) 

表－3 適用用途標準 

建設汚泥処理土の適用用途標準(案) 

第１種 第１種建設発生土 

第１種改良土 

第 1 種処理土 

第 2b 種 処理土 第 2 種建設発生土 

第 2 種改良土 

第 2 種処理土 

改良土 

第 3b 種 処理土 第 3 種建設発生土 

第 3 種改良土 

第 3 種処理土 

改良土 

第 4b 種 処理土 第 4 種建設発生土 

第 4 種改良土 

第 4 種処理土 

改良土 

 

 

参考資料 10－２
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２．「『発生土利用基準について』表－３適用用途標準」からの変更点とその考え方 

建設汚泥 

処理土 

建設発生土利用基準

について(H16.3.31)

表-3 適用用途標準 

（ ）内は建設発生土

の土質区分 

建設汚泥処理土

の適用用途標準

(案) 
利用 

用途 

土質 

区分 

変

更

項

目

記載内容 変更内容 

変更した理由 

処
理
土 

第
２
種 

処
理
土 

記載なし 

(第 2b 種) 
高
規
格
堤
防 

処

理

土

第
３
種 

処
理
土 

留

意

事

項

 施工機械の選定注意

(第 3b 種) 

「粒度分布注意」

を付け加えた。 

財団法人リバーフロント整備

センター編「高規格堤防盛土設

計・施工マニュアル」に望まし

い粒度組成が規定されており、

建設汚泥の処理土については、

粒度分布に偏りがある可能性が

高いため。 

処
理
土 

留

意

事

項

記載なし 

(第 2b 種) 

「粒度分布注意」

を付け加えた。 

財団法人国土開発技術研究セ

ンター編「河川土工マニュアル」

に望ましい粒度組成が規定され

ており、建設汚泥の処理土につ

いては、粒度分布に偏りがある

可能性が高いため。 

 

第
２
種
処
理
土 

改
良
土 

留

意

事

項

記載なし 

(第 2 種改良土) 

「表層利用注意」

を付け加えた。 

 堤防表層の植生への配慮から

pH の高い改良土の表層利用を避

ける必要があるため。 

処
理
土 

留

意

事

項

施工機械の選定注意

(第 3b 種) 

「粒度分布注意」

を付け加えた。 

財団法人国土開発技術研究セ

ンター編「河川土工マニュアル」

に望ましい粒度組成が規定され

ており、建設汚泥の処理土につ

いては、粒度分布に偏りがある

可能性が高いため。 

一
般
堤
防 

 

第
３
種
処
理
土 

改
良
土 

留

意

事

項

施工機械の選定注意

(第 3 種改良土) 

「表層利用注意」

を付け加えた。 

 堤防表層の植生への配慮から

pH の高い改良土の表層利用を避

ける必要があるため。 

鉄
道
盛
土 

全て 全

て

記載なし 道 路 用 盛 土 ( 路

床 ) と 同 等 と し

た。 

使用形態と要求品質が近似し

ているため。 

空
港
盛
土 

全て 全

て

記載なし 道 路 用 盛 土 ( 路

体 ) と同等とし

た。 

使用形態と要求品質が近似し

ているため。 
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通達 「建設発生土利用基準について」 
 

国官技第 341 号 

国官総第 669 号 

平成 16 年 3 月 31 日 

各地方整備局等 企画部長 殿 

国土交通省大臣官房技術調査課長 

国土交通省大臣官房公共事業調査室長 

 

発生土利用基準について 
 

標記について、別紙のとおりまとめたので、建設発生土等の適正な利用を図られたい。 

 

１．目的 

 本基準は、建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥(以下｢発生土｣という。)の土質特性

に応じた区分基準及び個々の区分に応じた適用用途標準等を示すことにより、発生土の適正な

利用の促進を図ることを目的とする。なお、本基準については、今後の関係法令等及び基準類

等の改・制定や技術的な状況の変化等をふまえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。 

 

２．適用 

 本基準は、発生土を建設資材として利用する場合に適用する。ただし、利用の用途が限定さ

れており、各々の利用の用途に応じた基準等が別途規定されている場合には、別途規定されて

いる基準等によるものとする。 

 

３．留意事項 

 本基準を適用し、発生土を利用するにあたっては、関係法規を遵守しなければならない。 

 

４．土質区分基準 

 （１）土質区分基準 

   発生土の土質区分は、原則として、コーン指数と土質材料の工学的分類体系を指標とし、

表－１に示す土質区分基準によるものとする。なお、土質改良を行った場合には、改良後の

性状で判断するものとする。 

 

 （２）土質区分判定のための調査試験方法 

   土質区分判定のための指標を得る際には、表－２に示す土質区分判定のための調査試験方

法を標準とする。 

 

５．適用用途標準 

発生土を利用する際の用途は、土質区分に基づき、表－３に示す適用用途標準を目安とし、

個々の事例に即して対応されたい。 

 

６．関連通達の廃止 

本通達の発出に伴い、「発生土利用基準(案)」(建技調発 178 号 平成 6 年 7 月 20 日)は廃止

する。 

資料 1－7－2
参考資料９－３参考資料10－３
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ドレーン材及び植栽用土の品質について 
 
 

 

参考資料 11-１ ドレーン材の品質                     35 

参考資料 11-２ 植栽用土の品質                   36 

 

参考資料１１ 
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ドレーン材の品質
土工協加盟会社におけるドレーン材を用いた施工事例での品質 ドレーン材の品質を規定している指針等 再生品製造側基準

ゼネコンA社 ゼネコンB社 ゼネコンC社
建設省河川砂防技術
基準(案)解説設計編
[Ⅰ]

港湾・空港等整備に
おけるリサイクル技
術指針(港湾・空港等
リサイクル推進協議
会)

港湾の施設の技術上
の基準･同開設

全産連建設汚泥リサ
イクル製品評価のた
めの自主基準

新材 新材 新材 新材 新材 建設汚泥リサイクル リサイクル材 リサイクル材 リサイクル材 リサイクル材 リサイクル材 リサイクル材 新材 リサイクル材 リサイクル材

材料 山砂 山砂 山砂 山砂
プラスチックボードド
レーン

リサイクル砕石(ポリ
ナイト)

再生砕石 焼却灰スラグ
クラッシャーラン砕石
ｃ-40

建設汚泥再生品 建設汚泥再生品

用途
軟弱地盤改良工事
(サンドドレーン工法)

軟弱地盤改良工事
(サンドドレーン工法)

軟弱地盤改良工事
(サンドドレーン工法)

軟弱地盤改良工事
(サンドドレーン工法)

軟弱地盤改良工事
(サンドドレーン工法)

サンドコンバクション
パイル工法の中詰材

サンドコンバクション
パイル工法の中詰材

サンドコンバクション
パイル工法の中詰材

コンパクション用砂
堤防用水平ドレーン
材

バーチカルドレーン
及びサンドマット

砂質地盤対象
サンドコンパクション
パイル用材料

粘性土地盤対象
サンドコンパクション
パイル用材料

サンドパイルの砂
ドレーン材
(ドレーン工法）

ドレーン材
(締め固め工法)

粒度 考慮
シルト分以下の細粒
の含有15％以下

粒度分布図にて適合
範囲を定める。

粒度分布図にて適合
範囲を定める。

粒度分布は従来のサ
ンドコンパクションパ
イル工法および砕石
コンパクションパイル
工法の実績範囲内で
あり、十分な施工性
を有する。

粒度分布は従来のサ
ンドコンパクションパ
イル工法および砕石
コンパクションパイル
工法の実績範囲内で
あり、十分な施工性
を有する。

粒度分布は従来のサ
ンドコンパクションパ
イル工法および砕石
コンパクションパイル
工法の実績範囲内で
あり、十分な施工性
を有する。

サンドコンパクション
用砂として粒度規格
に収まる事
７４μ以下の細粒分
が３～５％以下で最
大粒径が４０～５０
mm以下で施工により
土粒子が細粒化しな
いもの

粘土粒子による目詰
まりが生じないような
粒度の良いもの。施
工例は別図参照

７５μm以下粒径分
が製品毎に５％以下
(試験方法：
JISA1204）

７５μm以下粒径分
が製品毎に５％以下
(試験方法：
JISA1204）

材質
(芯材)合成樹脂
(フィルター)合成繊維

透水係数

(垂直)１×10＾０
cm/sec以上
(水平)１×１０＾-
3cm/sec以上

透水係数はk＝1.7×
10^-1cm/s＜海砂よ
り大きい＞

透水係数はｋ=2.5×
10＾-2cm/s＜砂より
も大きい＞

少なくとも提体材料
の１０～１００倍

透水性が良く、目詰
まりを起こさないこと
が必要。ウェルレジス
タンス及びマットレジ
スタンスを考慮する
必要がある場合には
透水係数を設定する
必要がある。

ドレーンとしての効果
も期待するのであれ
ば、透水性の良いも
のを使用する必要が
ある。

透水性がよいもの
10＾-2cm/s程度
(試験方法：
JISA1218)

10＾-2cm/s程度
(試験方法：
JISA1218)

引張強度
(乾燥・湿潤状態)１５
０kg/製品幅以上

強度特性
内部摩擦角は29.2度
～３９．９度で砂と同
等以上

内部摩擦角は35度程
度で砂とほぼ同等

強い方が複合地盤の
強度が増し有利であ
る。

せん断抵抗角(内部
摩擦角)30～35度以
上
(試験方法：
JGS0561）

せん断抵抗角(内部
摩擦角)30～35度以
上
(試験方法：
JGS0561）

締め固め
効果

施工後のパイル間に
おけるＮ値が、施工
前と比較して明らか
に増加していることを
確認した。

締め固め性が良い方
が強固な杭を形成し
やすい

すり減り
減量

50％以下
（試験方法：
JISA1121）

50％以下
（試験方法：
JISA1121）

スレーキ
ング率

１％以下
(試験方法：JHS110)

１％以下
(試験方法：JHS110)

単位体積
重量

大きい方が安定計算
上有利となることが
多い

その他
サイズ
幅１０cm×厚４mm

ドレーン排水の水質
等、溶出による影響
については良く把握
しておく必要がある。

材料の内部摩擦角や
単位堆積重量等の物
理・力学的性質につ
いては要請は小さく、
通常設計において考
慮されない。溶出特
性等を把握し、環境
への影響がないこと
を確認することにより
天然砂等同様に利用
できる。

溶出による影響には
注意する。

試験頻度については
発注者と十分協議し
て定めること

試験頻度については
発注者と十分協議し
て定めること

参考資料１１－１
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植栽用土の品質 

 
（１）植栽用土の要求品質について 
  建設汚泥再生品の植栽用土については、現時点では市販されている例は確認されていないが、

現在研究開発段階にあり、全国産業廃棄物連合会により品質基準の例が提案されているので例

示する。 
 
（２）植栽用土の品質基準(例) 

  植物により適した土壌は千差万別であるが、最低限の共通となる指標は「土質区分」、「土質

の硬度」、「有害性」、「浸出水 pH」の４項目と考えられる。なお「土の硬度」とは、根の張り

やすさを示す指標で、どの植物にもあてはまる重要な指標である。 
   

表 植栽用土の品質基準(例) 

項目 基準値 試験方法 
土質区分 第 3 種処理土以上 土質区分判定のための調査試験方法 
土壌の硬度 ８～26mm 山中式硬度計 
有害性 指定区域の指定基準 (溶出量)環境省告示第１８号 

(含有量)環境省告示第１９号 
浸出水 pH 5.8～8.6 JIS K 0102.12.1 

（注）植栽用土の製造例 
   好アルカリ性土着菌を粗大チップ含有木質培養基材で培養した土壌改良材と建設汚泥を混合し、

ｐH を低下させ植栽用土とする。 

参考資料１1－２ 

jr00278
36



建設汚泥リサイクル原則化による個別の現場の費用の比較

　関東地方(1都3県)及び近畿地方(2府1県)において、

　　Ⅰ．排出側　　　　　Ⅱ．利用側　　　　　Ⅲ．ⅠとⅡを併せたケース

のそれぞれについてコスト比較を行った。なお、運搬距離については、ケース①は最も安価なケースとして０ｋｍ、

ケース②は１０ｋｍ、２０ｋｍ、５０ｋｍの３つのケースで試算をしている。

ケース①　現場Ａで発生する建設汚泥
を最終処分し、現場Ｂで購入土(新材)
を利用する場合　

　運搬費[排出現場→最終処分場]+最終処分費
　　　　　　　　　　　　　　　+新材購入費[現着価格]

ケース②　現場Ａで発生する建設汚泥
を再資源化施設に搬出し、それを現場
Ｂにて利用する場合

　運搬費[排出現場→再資源化施設]+中間処理費
　　　　　　　　　　　　+再生材購入費[現着価格]

１）発生費用の考え方

Ⅰ　排出側 Ⅱ　利用側

ケース①　

ケース②

最終処分場へ搬出
する場合
運搬費[排出現場→最終処分場]
　　　　　　　+最終処分費

ケース①　

ケース②

建設汚泥再生品
を利用する場合
再生材購入費[現着価格]

利用現場再生品

購入費＝現着価格

購入土(新材)を利用
する場合
新材購入費[現着価格]

　Ⅲ　排出側と利用側を併せた場合

比較

再資源化施設へ搬出
する場合
運搬費[排出現場→再資源化施設]
　　　　　　　　　　+中間処理費

利用現場土砂(新材)

購入費＝現着価格

比較

比較

利用現場発生現場 再資源化施設

購入費＝現着価格

10km、20km、50km

運搬費

中間処理費

発生現場 利用現場最終処分場 土砂(新材)

0km

運搬費
最終処分費 購入費＝現着価格

発生現場 再資源化施設
運搬費

中間処理費

10km、20km、50km

発生現場 最終処分場

0km

運搬費
最終処分費

参考資料１２
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

40km 

２）コスト比較結果

　Ⅰ　排出側

Ⅱ　利用側
関東地方(1都3県) 近畿地方(2府1県)

最終
処分費

運搬費
0km 運搬費

中間
処理費

費
用

(円/t)

費
用

(円/t)

運搬費

中間
処理費

運搬費

中間
処理費

新材
購入費

最終
処分費

運搬費
0km

運搬費

再生材
購入費

中間
処理費

運搬費

中間
処理費

運搬費

中間
処理費

ケース① ケース② ケース① ケース②

8,250

6,642
(19%減)

7,267
(12%減)

8,519
(3%増)

12,675

10,483
(17%減)

11,108
(12%減)

12,360
(2%減)

関東地方(1都3県) 近畿地方(2府1県)

新材
購入費

再生材
購入費

ケース① ケース② ケース① ケース②

1,564

1,796
(15%増)

1,146

2,341
(104%増)

カッコ内はケース①に対する増減
カッコ内はケース①に対する増減

カッコ内はケース①に対する増減

カッコ内はケース①に対する増減

(円/t) (円/t)
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

10km 20km 50km 

関東地方(1都3県) 近畿地方(2府1県)

最終
処分費

新材
購入費

運搬費
0km 運搬費

再生材
購入費

中間
処理費

費
用

(円/t)

費
用

(円/t)

中間処理費：H17施設調査結果より
最終処分費：H17施設調査結果より
運搬費：関東地整積算単価

中間処理費：近畿地整積算単価より
最終処分費：近畿地整積算単価より
運搬費：関東地整積算単価

運搬費

再生材
購入費

中間
処理費

運搬費

再生材
購入費

中間
処理費

新材
購入費

最終
処分費

運搬費
0km 運搬費

再生材
購入費

中間
処理費

運搬費

再生材
購入費

中間
処理費

運搬費

再生材
購入費

中間
処理費

新材購入費：積算資料(2005.11)より
再生材購入費：H17施設調査結果より

新材購入費：積算資料(2005.11)より
再生材購入費：H17施設調査結果より

個々の現場で比較した場合、
　　排出側のみで比較した場合、最大で約３％のコスト増
　　排出側＋利用側で比較した場合、最大で約６％のコスト増
となる。

ケース① ケース②
ケース① ケース②

　Ⅲ　排出側と利用側を併せた場合

9,814
8,438

(14%減)

9,063
(8%減)

10,315
(5%増)

13,821
12,824
(7%減)

13,449
(3%減)

14,701
(6%増)

カッコ内はケース①に対する増減
カッコ内はケース①に対する増減

注）H17施設調査とは平成17年度建設副産物実態調査の一環として実施したものであり、再資源化施設から平成16年度の処理料金、再生品の販売料金等を回答

いただいたもの
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117

1,108

2,265

建設汚泥
　　搬出量

土砂利用量

建設発生土
　　　搬出量

[千m3]

工事間利用=852

工事間利用=1,057 建設発生土受入地=1,209

うち、直接最終処分場=1

新材

834

53

1,181

建設汚泥
　　搬出量

土砂利用量

建設発生土
　　　搬出量

[千m3]

建設発生土受入地
　　　　　　　=265

新材

うち、直接最終処分場=27

工事間利用=1,040

工事間利用=568

建設汚泥リサイクル原則化による費用の総額の変化

　関東１都３県及び近畿２府１県について、建設汚泥を最終処分場に直送している分について、仮に全量を再生利用した場合との費用を
比較した。

１）原則化による費用計算の考え方

最終処分する場合<現状>

直接
最終処分場へ
搬出

新材の購入

建設汚泥搬出

土砂利用

新材の購入

建設汚泥搬出土砂利用

新材の購入

建設汚泥搬出

土砂利用

再生利用

新材の購入

土砂利用 建設汚泥搬出

再生利用

再生利用を原則化した場合

総費用
を比較

直轄工事 直轄工事

泥

泥

新 新

新 新
新

新

泥

泥

再

再

工事A 工事A

工事B 工事B工事C 工事C

1都3県

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

2府1県

大阪府

京都府

兵庫県

1,4001,2001,0008006004002000

2,5002,0001,5001,0005000

　建設汚泥を土砂の新材の代わりに利用する場合、需要量は相当量ある。（直轄工事のみ対象）

平成14年度建設副産物実態調査結果より

256

直接最終
処分場へ
搬出

直接
最終処分場へ
搬出

直接最終
処分場へ
搬出
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関東地方(1都3県)の総費用 近畿地方（2府1県）の総費用

費
用 費

用

約85百万円減

２）試算結果

・直轄工事で発生する建設汚泥のうち最終処分場に直送されているもの全量が仮に土質材料
　として再生利用された場合、関東１都３県で約8,500万円、近畿２府１県で1,300万円のコスト減

　につながる。

※上記の他に運搬費用が発生するが、増減があるため現状と大差無いものとの仮定を置き、比較対象には含めていない。

約13百万円減
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